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行政情報総合ネットワーク構想

一中央行政機関の情報利用調査から一

Toward　an　lntegrated　lnformation　System　of　Public　Administration

岡　　沢　　和　　世

　　Kazuyo　Oleagawa
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　　　The　purpose　of　this　paper　is　to　discuss　the　significance　of　library，　referring　to　the　User

Need　Study　of　a　public　administration　（MoC）．　ln　order　to　place　the　MoC　Study　in　proper　per－

spective，　its　backgrounds　and　purpose　will　be　described　at　first．　After　that，　1　will　briefly　extract

and　analyze　some　interesting丘ndings．　Then，　I　will　examine　the　present　state　of　the　informa。

tion　system　of　public　administration　ofiice　in　Japan，　ex．　the　information　retrieval　system　of

Ministry　of　Justice，　Ministry　of　lnternational　Trade　and　lndustry，　and　Administrative　Manage；

ment　Agency．

　　　1　will　go　deep　into　some　culture－bound　characteristics　of　the　public　information　system　in

Japan，　and　consider　the　effectiveness，　efiliciency　and　limitations　of　the　system．　The　idea　of　the

integrated　network　of　public　administrative　information　system　is　proposed　at　the　end　of　this

paper．

　　　Finally，　1　will　comment　upon　the　major　expected　functions　and　roles　of　the　public　admini－

strative　information　system　as　a　whole．
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III．行政情報システムネットワP・一・ク構想

　A．行政情報システムの要件

　　B．日本の行政情報システムネットワーク

おわりに

は　じ　め　に

　情報量の増加に伴い，新しい情報の取捨選択が大きな

問題となって来た。この問題は，その一方で，「これまで

に収集・蓄積されてきた情報をどのように廃棄し，新し

い情報を収容する空間を確保したらよいのか」という問

題をく情報氾濫時代〉につきつけることになった。容量

に限りのある器の中に新しい水を入れるのに似ている。

水を温れさすか，水質汚濁を覚悟してそのまま放置して

おくか，それとも新しく器をもう1つ用意するか。水を

取り換えなければ，器の中の水はいずれくさるだろう。

水を温れさせれば，新しい水の方がこぼれる。そして，

新しい器の限界も目に見えている……。

　今回，C省より情報管理業務の整備（調査）が慶鷹義

塾大学図書館・情報学科三田情報学研究会に対して委託

され，そのプロジェクトに参加する機会を得た。中央行

政機構がその必要性を真剣に認識し，基礎作業に踏み切

ったのは時宜を得た決断と言えよう。

　このプロジェクトからの調査結果を基礎に，膨大な情

報を収集・蓄積・処理し，意思決定を行う立場にある行

政機関の情報システムの現状を再検討し，器の水を温れ

させず，汚濁させることもなくく情報洪水〉に対処する

方法を模索したいと思う。

　今回のC省の調査は，総合ネットワe・・一・ク構想への投石

として役に立った。この構想は上の容器のたとえを使え

ば，別々の容器に入っている同じ内容物を別の容器に移

す，または，容器の1つをそうした機能を持つ容器に変

換する，ということである。そして，これを共同利用す

るという考え方である。こうすれば，容器にかなりの余

裕ができよう。この余裕を計画的な蔵書構成によって充

実させていくのである。そのためには，まず第1段階

で，省単位での情報処理の総合調整体制の確立が不可欠

であろう。次の段階では行政機関全体の…そして最終的

には国全体の情報システムを結びつける総合的なネット

ワークが要請されよう。本稿はその第1段階に挑戦しよ

うとするものである。

　『国土開発情報システムに関する調査研究』1）『国土開

発情報データバンクに関する調査研究』2）がC省に対し

て行われてきたが，今回は図書館サイドから行政情報の

システム化を考えてみようと思う。それは，図書館も含

めた情報システム化こそ，真の情報システムであると確

信するからである。

1．問題の所在一一　C省情報利用者調査3）

　中央行政官庁のような複雑な構造を持ち，多種多様な：

機能を演じている機関の情報要求を単一情報システムで

処理することは困難であろうという点については十分に

認識されている。このような場合には，全く新しい情報

システムを作るよりも，個々の情報システムを結びつけ

るネットワークを開発することが有効なアプローチとな

るように思われる。

　今回のC省情報利用者調査は，こうした視点から，本

省および附属研究機関（A研究所，B研究所，　C研究所）

の行政活動，研究開発活動における情報要求の解明を意

図したものである。

　A．C省調査の概観

　C省情報利用者調査は，C省の業務・研究・調査・試

験に従事している集団を対象に，上述のような総合的

ネヅトワークの基盤を提供するために，現在の行政担当

者，研究者の情報要求と利用パターンの広範な青写真を

入手する目的で行われた。この調査結果から次のような

点が明らかになった。

　・誰が利用者か。

　・どんな業務，研究活動に従事しているか。

　・省の業務担当者，研究技術者が情報を必要とする時

　　に，最も頻繁に使う情報源は何か。

　・業務担当者の使う情報の特徴，研究技術者の使う情

　　報の特徴は何か。

　・求めるレレヴァントな情報はどの範囲まで利用でき

　　るか。
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　・分析する範囲はどの程度まで必要か。

　・使用される情報はどれ位古いものか。

　・情報を見つけようとする際の難しさはあるか。

　第1図はC省情報利用者調査の研究手順である。ま

ず，観察法の結果と利用者調査対象となる情報システム

利用状況を簡単にフォローしておきたい。

　1．　C省情報システムの現状

　a．観察，面接の結果

　C省情報管理業務整備プロジェクト（以後C省調査班

と呼ぶ）は，先の目的を達成するために，C省および附

属機関の情報利用状況を把握しようとして，附属機関の

中から，A研究所，　B研究所，　C研究所の3機関および

本省の視察を数回実施した。ここではその視察の際に行

われた観察と面接を基にしてC省情報システムの現状を

明らかにしたい。

　C省の情報システムは国立国会図書館支部C省図書館

であり，本省図書館と附属機関に設置されている3機関

図書館の4館から構成されている。

　以下，蔵書，施設・設備，利用状況を見ていくことに

する。

　1）本省図書館

　　①蔵書数図書：約26，000冊，（和書約15，000，

　洋書約10，000冊），i雑誌：約217種（和雑誌約200

　種，洋雑誌17種）

②施設・設備：スペースは154．8㎡（内訳：書庫

　97㎡，事務室19．2㎡，閲覧室38．6㎡）閲覧室16

　席，複写サーービス無し。

③利用状況：第1表，利用対象者：1，496人

④その他：館長1（調査統計課長），図書館員2名。

　情報管理室が設置されている。

⑤特徴：蔵書内容は社会科学系が多い。

2）B研究所分館

①蔵書数図書：約55，000冊（和書約33，000冊，

　洋書約22，000冊），雑誌：約1，500種（和雑誌

　1，200種，洋雑誌300種）その他の資料45，600点

②施設・設備：スペースは755．2㎡（内訳：書庫

　473．6㎡，事務室118㎡，閲覧室60㎡）閲覧席20

　席，廊下104㎡。書庫には電動式書庫が設置され

　ている。複写機，マイクロフィルムリーダt・一…プリ

　　ンター，マイクロフィッシュ検索機，製本機，裁

　断機の設備がある。

③　利用状況：第1表，利用対象者：504人

④その他：職員分館長1名（情報資料課長）補佐

　　8名（図書係5名，資料係3名）。

第1表　C省図書館利用状況（昭和53年）

本省図書館 B研究所分館 C研究所分館 A研究所分館

閲 覧

図　　　書

雑　　　誌

そ　の　他

貸　出　し

図　　　書

雑　　　誌

そ　の　他

レファレンス

文献調査
所在調査
そ　の　盛

相都道借

貸　出　し

借　受　け

人　数

5，　553

3，　384

　　0

人　数

5，　104

1，　196

　　0

件　数

61

951

27

館　数

14

14

冊　数

8，　746

10，　274

　　0

冊　数

6，　609

2，　467

　　0

冊　数

325

379

人　数

2，　742

　946

　　0

人　数

1，　943

　647

　　0

件　数

91

403

　0

館　数

0

2

冊　数

5，　321

3，　119

　　0

冊　数

3，　533

2，　061

　　0

冊　数

0

46

人　数

797

904

　0

人　数

917

944

　0

件　数

51

548

24

館　数

0

4

冊　数

1，　515

1，　941

　　0

冊　数

1，　702

2，　069

　　0

冊　数

0

74

人　数

300

240

60

人　数

594

321

56

件　数

55

109

16

館　数

1

1

冊　数

300

240

60

冊　数

1，　158

　733

　88

冊　数

1

53
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　⑤特徴：土木工学関係図書資料に重点がおかれて

　　　いるが，最近では社会科学，自然科学等の図書資

　　料が増えている傾向がみられる。

　3）C研究所分館

　　①蔵書数図書：8，891冊（和書6，248冊，洋書

　　　2，643冊），雑誌：約500種（和雑誌約350種，洋

　　　雑誌約150種），その他の資料：約15，000点

　　②施設・設備：スペースは504㎡（内訳：書庫

　　　252㎡，事務室27㎡，情報機器室27㎡，閲覧室

　　　198㎡）閲覧席22席，マイクロフィヅシュリータ

　　　一一プリンターの設備有り。

　　③利用状況：第1表，利用対象者：181人

　　④その他：職員企画部企画調査課情報管理係のも

　　　とに職員1名，アルバイト2名，兼任1名。

　　⑤特徴：建築工事，都市計画，建築物および都市

　　　の災害防止関係図書資料に重点が置かれている。

　　　特に地震工学関係の図書は充実している。

　4）A研究所分館

　　①蔵書数図書；約15，000冊，雑誌：約650種

　　　（和雑誌約450種，洋i雑誌約200種），その他の資

　　　旧約15，000点。

　　②施設・設備：スペP・一・・スは320㎡（内訳：書庫

　　　200㎡，事務室及び閲覧室120㎡）閲覧席12席。手

　　　動式移動書庫設備有り。

　　③利用状況：第1表，利用対象者934人

　　④その他：職員2名（係長他1名）

　　⑤特徴：数学，物理，地球物理学，測量学，写真

　　　測量学，地図学，に重点が置かれている。

　以上，簡単に本省図書館および分館の現状を述べてき

た。これらの図書館の主要なサービスは閲覧と貸出しで

あった。複写サービスはB研究所分館だけにあり，レフ

ァレンス・サービスは資料の提示，所在調査がせいぜい

であった。過去3年間（昭和51～53年まで）の相互貸借サ

ービスを図示したものが第2図である。この図からも明

らかなように，本省図書館はC省図書館の貸出しの98．8

％，借受けの62．8％を行い，相互貸借の面で大きな役割

を果している。一方，借受けの面で中央館への依存度が

非常に高い（全体で980件）ことも注意する必要があろ

う。もう1つの大きな特色は，本省と他3分館との相互

貸借がほとんど行われていないということである。

　本省図書館と3分館の利用状況について簡単に説明し

たが，利用者たちはこの他にもさまざまな情報サービス

機関を利用している。この点については利用者調査の所

で詳しく述べることにする。ここで言えることは，筑波

研究学園都市内研究機関図書館相互利用制度に参加して

いる程にはこの種の利用が伸長していないということで

あろう。

　b．利用者調査の結果

　C省調査班は数回にわたる観察と面接の結果，アンケ

e・・一… g法による実態調査を実施した。1979年現在でC省勤

務職員は約30，000人であったが，今回の調査対象者はそ

のうちの約3，300人であった。内訳と回答数は第2表の

とおりである。管理職と一般職を2：1の割合で抽出し

てくれるように依頼した以外は，当局による作為抽出に

従った。配布法は各機関代表者とミ・…一ティングを開き，

説明後，機関ごとにその場で質問票を配布した。回収も

各機関ごとに2週間後に行った。回答率は87．9％であっ

た。

　分析にはコンピュータを使用した。コt一一一一ディソグでき

ないものは手作業で行った。

　分析の際に使用した主な変数は次の10個であった。

①年齢，②性別，③環境，④経験，⑤資格，⑥役職⑦

職種，⑧専門分野，⑨所属課，⑩所属学・協会

　以下，調査結果の中から重要な結果をいくつか紹介す

ることにする。

　1）図書館の利用

　図書館の利用頻度は月1回以上が38％で最も多く，半

年に1回以上が25％であった。機関別にみるとB研究所

分館は週1回以上が25％，月1回以上が54％で最も利用

回数が多かった。しかし全般的に図書館の利用は低かっ

た。年代でみると30代，40代の利用は幾分高い傾向が

みられる位で，それほどはっきりした相関関係はなかっ

た。その他の変数とのクロス結果でも顕著な傾向はみら

れなかった。

　図書館の有効度（質問項目：「本図書館は貴方のお仕

事にとって適当ですか」）については，“要求のいくつか

を満たしてくれる”が75％であった。次が“要求のほと

んどを満たしてくれる”で14％であった。

　最もよく利用されている図書館所有文献は各機関によ

って多少の相違がみられたが，学術図書への依存度はい

ずれの機関でも最上位であった。機関別にレーダーマッ

プしたものを比較すると，各図書館所有文献の利用傾向

がきわめて同質的であることがわかる。ただA研究所分

館では第2位が参考文献類になっている。これは仕事上

地図類を利用するためである。こうした結果は既に述べ

たように各図書館の蔵書充実度にも関係してくるので即
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断はできないが，全般的に言えることは，利用傾向に思

った程差がないということである。学術図書の内容が問

題となるが，C省という1つの省の業務を考えあわせれ

ば，それほど異質でないことは，先に述べた蔵書内容の

点からも，指摘できるのではないだろうか。

　ところが，図書館に不足している資料を尋ねた質問の

回答で最も高かったのもこの学術図書（42％）であった。

次いで報告書，教養娯楽本，統計類の順であった。年代，

機関別にみてもいずれもが学術図書の不足を指摘してい

る。利用頻度が高く，それでいて不足しているこの学術

図書，報告書類をどうするか，これが図書館側のもつ大

きな課題となろう。

　次に不足資料への対処法を見てみよう。全体で最も高

かったのが“書店で購入する”（41％）であった。次が

“自分で別機関にあたる”が40％，“持っている人にあた

る”26％であった。“図書館に購入を依頼する！！が20％

あったが，これはB研究所での高頻度（第1位）が比率を

高めているためであり，全体としては低かった。また，

“図書館相互貸借に依頼する”も低く，全体で11％であ

った。

　付置図書館以外の利用機関は“国立国会図書館”が最

も多く39％であった。その他としては，大学図書館（B

研究所では第1位），官公庁，公共図書館，専門図書館，

学・協会図書館を利用していた。

　最後に，図書館コレクションの使用目的を機関別に図

示してみると第3図のようになる。図からも明らかなよ

うに，ここでも学術図書と報告書の重要性が窺えよう。

　2）現在行っている仕事のための情報要求

　仕事のための情報要求は仕事の主題種類，タイプ，

数によっても異なるが，ここでは現在進行中の仕事（行

政，研究，試験等を含む）に対する情報要求を調べるこ

とを目的としている。

　仕事に必要な資料を機関別に最頻度利用のみを集計し

図に表わしたのが第4図である。

　資料収集のために使用する時間は，1日1～2時間の

回答者が23％で最も多かったが，62％が無回答であった

ことにも注意する必要があろう。

　3）日常的な仕事のための情報要求

　現在従事している仕事以外の仕事に必要だった情報要

求を明らかにする設問からできているが，ここでは①仕

事に使う主な資料とその利用度，②情報源とその利用頻

度，③使用資料の出版年，④使用資料の範囲に関するデ

f・・一・・ ^を簡単に述べることにする。まず，仕事に使う資料

10　20　30　40　50　60　70　80　9，・’
‘　　　　　　置 8 I　　　　l

71％

行政事務 一34％のため く艦ち
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､究所

505人

P37人

P64人

U9人

第3図　図書館コレクションの使用目的（機関別）

であるが，上の設問との関係から資料形態ではなく，資

料内容から分類したカテゴリーを予め設定して，それに

回答してもらった。

　日常的な仕事に使われる最も主要な資料は省内未出版

物（29％）で，次いで，報告書（26％），省外出版物（23％）

省内出版物（21％），以外未出版物（9％）の順であった。

これを資料，メディア形態から分類して回答結果を図に

表わしたものが第5図である。

　仕事に関係ある資料が必要な時に最初に対処する方法
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一第4図　仕事に使う主な資料の利用頻度（最頻度利用のみ集計）

505人

137人

164人

69人

875人

は，第1位が，“情報を提供してくれそうな人に会う”

であり，これは幹部になればなるほどその傾向が顕著で

あった。次いで，“図書館や資料室に行く”であったが，

“省内の人”への依存に比べると年齢的に若い人が多か

った。但し，B研究所の場合は“図書館へ行く”が圧倒

的に多く，次いで“個人所有の資料を探索する”であっ

た。

　頻繁に利用する情報入手先は“省内から”が最も多く，

機関別に見ても大差はなかった。

　利用頻度の高かった情報源は，省外の資料で，省内，

課内資料よりも高かった。次が自分の所有している蔵

書，レポート類であった。

　使用資料の出版年は1971～1975年の新しいものが最も

多く，1900年以前の出版物はほとんど使われていなかっ

た。

　情報を獲得する際に好まれている資料形態は“報告書

類”，“冊子体”，“雑誌”であった。

　資料の範囲は要約一　43％，索引一33％，全文一28％，

弔すい一27％であった。

　4）情報要求全般
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　質問票の最後では，最新研究動向の把握の方法，外国

事情についての知識，外国語文献走査，インフォーマ

ル・コミュニケー・ションについてなど，情報要求調査の

新しい側面に光をあてる設問を用意した。

　仕事に関連した最近の動向を知ることは必要か否かの

質問に対して大多数が“必要”であると答えている。方

法としては“新聞を注意してみる”が最も多く，次いで

“雑誌を定期的にみる”，“人との対話”，“書店をのぞく”

の順であった。“本省図書館のブラウジング”は9％し

かいなかった。

　業務上，外国の事情を知っている必要があるか否かの

設問に対しても，74％が“必要がある”，“知っていた方

がよい”と答えている。しかし，仕事に関連のある文献

があっても入手に苦労するようなら敬遠するという傾向

が強く，読めない外国語に対しては，ほとんど注意が払

われていなかった。

　インフォーマル・コミュニケーションを保つために，

省外の人と接触をしている人が63％いた。これはいくつ

かの研究者を対象にした利用者調査のレビ＝，，　’一からも明

らかなように，管理職者に多く，年齢も50歳代が多く，

経験年数も高かった。その方法としては，電話や訪問が

多かった。

　以上，膨大な調査データから，興味深い結果をいくつ

か紹介した。データ選択・解釈は筆者の個人的見解であ

ることをお断わりしておく。次いで，このC省調査の結

果を踏まえて，C省情報システムの問題点を考えてみ

る。

　B．C省情報システムの課題

　1．情報システムの現状から

　まず，現状分析から次のような問題点をあげることが

できるであろう。例えば，本省図書館には死蔵図書や古

い参考資料が多く，新しい文献を配架するスペースは全

くない。報告書類などの省部内資料が利用されておら

ず，蔵書内容に偏向がある。分類，目録は独自な方法を

採用しており，わかりにくい。寄贈図書が多く，選書の

幅が狭い，等々……。

　また，他の3分館も，それぞれ固有の問題を抱えてい

るが，ここでは各館の問題点を列挙するのではなく，省

全体の情報システムを総合的ネットワークに結合すると

想定し，その際に幣害となるように思われる点を検討し

てみることにする。

　まず第1の問題は，本省図書館の血温への依存度であ

る。蔵書の数，収集スペース，蔵書内容の偏向から，や

むを得ない対処法なのであろうが，緊急性を重んじる行

政担当者を利用者に持つ機関の対処法としては頼りない

との印象は否定できない。（また，図書館員の数からい

っても，資料の迅速な借受けは望めないであろう。）

　第2の問題は，本省本館と他3分館を結ぶ糸がほとん

どないことである。場所的に離れているためとも解釈で

きるが，同じ筑波にある3分館間でも相互貸借が行われ

ていない。これは4館ともに，骨子となっている蔵書が

同じであるからかもしれない。もしそうであれば，単に

同じ内容の容器を4つ持っているだけであり，容器の大

小の違いだけのことになってしまう。

　第3点は第2とも関連があるが，分類，目録が館によ

って異なっており，統一が欠如していることである。4

館を結ぶ総合目録はもちろん，他動の蔵書内容をほとん

ど知らないというのが現状である。このために4館が全

く別個に存在し，独自の運営方針を持っているようであ

る。

　第4の問題は施設の不備である。少なくとも，複写機

くらいは常設し，利用に供す必要があろう。書籍：単位で

貸出しするよりもはるかに早く，はるかに安いからであ

る。また，マイクロフィルムリーダープリンター，マイ

クロフィッシュ検索機なども，当然備えておくべき器材

であろう。総合ネットワe・…クの端末ツールとして不可欠

である。

　最後は，報告書などの部内資料の個人所有化（死蔵化）

の問題である。当然のことながら，最低1部はコピe一…し

て図書館に保管し，利用に付すべきであろう。たとえ自

分が担当者であろうと，個人所有化することは許されな

い。共有財産の死蔵化につながるからである。

　この他にも，依頼購入の無制限な受入れ，図書館開館

時間の短かさ，資料室で眠っている重要資料，研究室単

位で管理されている図書などの問題をあげることができ

よう。こうした現状は実態調査でより明確に証明され

た。

　次に情報利用実態調査からの問題点を考えてみよう。

　2．情報利用者調査の結果から

　まず第1は図書館利用が全般的に低調であるというこ

とである。これは裏を返せば，図書館を利用せずとも仕

事に何ら支障をきたさないということを意味するのかも

しれない。また，たとえ，利用したとしても，要求のほ

とんどが満たされていないようである。この不満は，図

書館を単なるレクリエー・・・…ションの場にしている遠因であ

り，不足資料の回答として教養娯楽本が出てくる原因で
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あるように思われる。もちろん，図書館に教養・娯楽本が

あっていけないわけではない。しかし，今回の調査対象

図書館の場合は本来の使命からしても，論外であろう。

　今回の調査だけからでは，学術図書，報告書の内容は

明確ではないが，観察，面接の結果から言えることは，

かなり重複している図書が多いということである。これ

を第2の問題点としたのは，相互貸借によって，利用者

の不平，不満をかなりの程度まで取り除くことができる

はずだからである。そのためには，現在採用されている

ような貸出し期間1ケ月（館によっては6ケ月）などと

いう悠長な方針は論外ということになろう。

　もう1つ図書館の利用について言えることは，利用さ

れていない図書，資料を処分するための確固たるく廃棄

方針〉を打ち立てる必要があるということである。もち

ろん，これは4館の情報システム関係者の慎重な協議・

討論などから生まれる基準であって，単一の図書館が直

観で決定できるものではない。だが，観察だけでも，そ

の量の過剰がすぐに判る程であるので，早急な検討が望

まれる。ただし，ここでいう廃棄とは棄てることではな

い。1つに集めておくか，加工（例えばマイクロフィル

ム，マイクロフィッシュ化）して保管しておくことであ

る。後で詳しく述べるが，行政情報は，究極的には，国

（民）の財産であるからであり，無反省に遺棄できる性質

のものではないからである。

　図書館利用頻度の質問に対して“使ったことがない”

“めったに使わない”層は50代が多く，役］職者に多い。

これは図書館に頼らずとも，彼ら独自の合理的なコミュ

ニケ・一ション・チャネルを持っているからである。ま

た，時間をかけて検索する余裕もない。そこで，図書館

側は，サe・・一一ビスを必要とする層を把握し，まず，こうし

た層へのサービス提供範囲を考察すべきであろう。これ

が，時間的余裕のない役職者へのサービス提供を拡大す

るための前提となろう。

　　“図書館は要求のほとんどを満たしてくれない”とい

う不満を最も多く持っていたのは30代であった。“要求

すべてを満たしてくれる”と回答した者は30代には1人

もいなかった。この30代層は図書館利用という点では40

代，50代に比べて活発であるのに，実際に図書館を利用

した結果，それに絶望し，その後は図書館を利用しなく

なってしまう潜在的無関心層になる可能性を持ってい

る。

　現在進行中の仕事にしろ，日常の仕事にしろ，業務遂

行過程に図書館がほとんど介入していないことがこの結

果からも明らかである。書店で購入する人たちの財源は

今回の調査からはわからないが，仕事に必要な資料な

ら，経費として計上されるのであろう。そのために“書

店で購入する”，“自分で別機関にあたる”，“持っている

人にあたる”，“担当課に問い合わせる”ことによってほ

とんどの要求は満足されてしまうのである。長い時間か

けて探索しても結局見つけることができなかった時に感

じる欲求不満や，購入を図書館に依頼しても，仕事の完

了した後になってやっとそれが届くという苦い経験をす

るよりも，上の方法のほうが，ある意味で，はるかに合

理的である。

　付置図書館以外の図書館を利用したことのある人が多

いのは，上との関係で当然のことである。ただ，ここで

注目すべきは，A研究所分館のデ・…一・・タである。付置図書

館以外を利用したことのない人がA研究所には62％もい

た。これはA研究所の持つ蔵書内容の特殊性にあるので

はないだろうか。

　図書館で最も利用されており，現在進行中の仕事でも，

日常的な仕事でも，高頻度で利用されていたのは学術図

書と報告書であった。

　この3つのカテゴリーをレP・・一一・・ダP一・・一？ップにして重ねて

みると，4館の共通した情報要求が明らかになった。こ

の共通部分を総合センターに保管させる作業が，総合ネ

ットワ・一クの第1段階の仕事である。これについては第

4章で詳しく論ずることにする。

　情報要求者の好むメディア形態，資料範囲などのデー

タもネットワーク構想に反映させることができよう。

　また，今回の調査で回答者のすべてが記録情報指向で

あることが明らかになった。＝　。一’メディアと呼ばれる

タイプの情報はほとんど使われていなかった。部下や同

僚などとの会話，インフォーマルな交流が，回答者の多

くにとって大切な情報源であることもわかった。このよ

うな傾向は，これまでさまざまな国で行われてきたこの

種の調査結果ときわめて類似していた。これと対照的

に，図書館を第1情報源として使っていたのはごく僅か

であった。

　以上，C省調査からいくつかの問題点を指i幽したが，

これは1省にかぎった問題でははない。おそらく，どの

省にも，どの大学にも，また，どの資料室にもあてはま

る状況であろう。さらにまた，これは日本の情報システ

ムにかぎった問題ではなく，先進諸国の情報システムが

共通して直面している問題でもあろう。今回の調査は問

題点発見の第1歩であった。この問題提起を踏まえ，日
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本の行政機関における情報システムのあり方（法務省，

通産一等の情報検索システムの現状）を概観し，そこか

ら各情報システムを結ぶ総合ネットワーーク開発の糸口を

見つけることが本稿の目的である。

　次章では，個々の省庁内図書館の現状ではなく，各行

政機関における電子計算機を使った行政情報システムの

現状を簡単に紹介したい。

II．　日本の行政情報システムの現状

　行政，政治の分野にも，高度な情報処理技術が導入さ

れ，生産的活動を促進するための有効な情報利用方法を

めぐって多くの検討が重ねられてきた。昭和33年，国の

行政機関として初めて電子計算機を導入したのは気象庁

であったが，昭和54年現在で，20省庁，221部門，計307

台を数えるに至っている（第3表）。また，その適用業務

も，初期段階の計算業務や統計処理から，各省庁の固有

業務にまで拡大し，各種登録照会業務などの行政事務

の他に，情報検索，分析，予測などにも拡がっている。

今日では，全国的規模のシステムも少なくない。5）

　そこで，この章では，特に情報検索に焦点を合わせ，

昭和55年1月の段階で，実際に情報検索システムを運営

している行政機関を取り上げ，日本固有の問題を明らか

にしていきたいと思う。

　A・行政機関における行政情報検索システムの現状

　行政機関によっては，情報処理技術開発がコンピュー

タによる情報検索レベルに達しておらず，未だ研究段階

で足踏みしているところもある。法令，判例，文献等の

検索を手作業で行っている法務省の例をまず取り上げて

みよう。

　1．法務省6）

　・担当部一大臣官房司法法制調査部

　・法令・判例・文献検索

①法令の検索一法務省設置法により，“内外の法令

第3表省庁別電子計算機設置台数及び主要適用業務（昭和54年）

省庁名i台数 主　要　適　用　業　務

総　理　府　本　府

警　　　察　　　庁

行　政　管　理庁

北海道開発庁
防　　　衛　　　丁

丁　済　企　画　庁

科　学　技　術　下

町

法

外

大

文

厚

農

通

運

郵

労

建

今

林

商

労

務

務

園

部

生

水

産

輸

政

丁

年

治

産

業

郷

学

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

2

6

1

2

49

1

11

1

6

6

14

11

10

16

29

51

63

7

20

1

統　計

指名手配照会，車輌照会，運転者管理

法令検索，給与共済

技術計算，工事費積算，給与共済

補給管理，技術計算，通信交換

経済分析計算

技術計算

分析計算，公害計測

犯罪票管理，出入国記録管理，供託金計算

情報検索，旅券発給，電信メッセージ交換，写植

統計，情報検索，税務

統計，情報検索，分析計算

統計，社会保険，年金

統計，在庫管理，技術計算

統計，情報検索，技術計算

統計，車検登録，：気象，航空管制

貯金，簡易保険，数理統計

統計，雇用保険，労働保険，職業紹介

統計，技術計算

統　計

計
307　1

（出典は第6図と同じ）
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および判例の収集，整備並びに法令集の編纂および刊行

に関する事項”に従って，法令の整備と法令集の編纂刊

行を行っている。その方法として，全法令を三部独自の

“法令整備カード”にカード化し，各法令ごとにその制

定改廃の経過を明白にした上で，これをr現行日本法

規』110巻に編纂し，全国の官公庁，企業，大学，図書

館に配布している。加除式で，五十音索引と年別索引が

別冊になっている。その他にも検索を容易にする工夫が

施されている。

　②判例の検索一最高裁判所事務総局編纂の最高裁判

所判例集，高等裁判所判例集，判例要旨カード，裁判例

総索引などの資料を印刷し法務省傘下機関に配布。当部

独自の編纂による高等裁判所刑事裁判速報目録最高裁

判所拾遺を刊行し配布している。

　判例の照会に対しては照会庁を通して，電信回線を使

って魂呼している。当該裁判例が照会庁の備付資料で検

索できない場合は，当該裁判例の内容を本省と各検察庁

を結ぶファクシミリを使って送付し，遅くても翌日には

結果を回答できるようになっている。

　③文献検索一法務図書館の図書カード，文献目録の

他にレファレンスサービスに力を入れている。当部の編

纂刊行物としては特別刑法文献目録，憲法関係判例評釈

文献目録特別刑法判例評釈文献目録などがある。ま

た，法律専門誌の論文は2年ごとに編纂刊行されるr法

律関係雑誌記事索引』を使って検索できる。

　コンピュ　一一タ化の問題一法務省大臣官房司法法制調

査部ではこうした法律情報検索をコンピュータ化する

可能性について検討中である。しかし“コンピュータに

移る技術的な問題というよりも，むしろ手作業による検

索の方法にまだ未解決の問題があり，それをそのままに

して機械化しても，本当に実務に役立つ法令・判例・文

献の検索はできないのではないか”と担当者は述べてい

る。

　2．国立国会図書館7）

　コンピュータ化の現状一昭和46年から文献目録作成

にコンピュータを使っている。47年には国会会議録索引

を漢字で処理できるようになった。48年には和雑誌目録

の機械編集，50年目は雑誌記事索引のコンピュータ編集

が行われるようになった。53年には納本速報を週単位で

出している。将来はオンライン化し，全官庁，大学，研

究機関などの多方面に対して，オンラインで情報を提供

する予定。また，冊子形態の納本週報を磁気テープ形態

にし，各機関に提供できるようにする（ジャパンマーク）

MARCができることによって世界の主要国とのマーク

交換体制ができ，世界中の重要文献が検索できることに

なる。現在，漢字処理はバッチ・レベルで解決されてい

るが，オンライン化にともなって新たな問題が提起され

ている。

　国会図書館では，こうした書誌類だけでなく，資料内

容からも検索できるように計画中である。60年には末端

の図書館からの情報検索にも応えられるようになり，数

年後には総合目録を作成して，登録図書館の蔵書をどこ

からでも検索できるようにすべく計画されている。

　3．通産省8）

　通産省は実際にコンピュータによる情報検索を実施し

ている行政機関である。昭和36年頃から「国産機を行政

に活用する」方針のもとに，科学技術計算，ビジネス系統，

自然文の処理，の3つの柱を立て，実験を行った。科学技

術計算が最もやりやすく，36年から経済予測計算などに

使われている。ビジネスの機械化も比較的簡単にでき，

会計事務，統計事務，各種許認可事務，のような数値盾報

や記号で整理できる伝票処理に使われている。自然文形

態の情報に対しては漢字を使った自然文情報検索の論理

機械を作って実験を行い，38年忌ら一般経済情報（英語，

日本語）を全文検索できるようになった。特許関係の出

願登録審査の一部も対象業務として現在稼動中。通産

省内の実験という形でr通産六法』をインプットし，そ

の結果がうまくいったので，現在では実用として使われ

ている。

　50年に行政管理庁から提案された法令検索システム計

画に沿い，現在にいたっている。これは行政管理庁側に

法令検索システム設計に必要な各省の詳細な法令検索パ

ターンの調査データがあり，しかも通産省側でも論理的

実験が完了していたからであると担当者は述べている。

　4．行政管理庁9）

　行政機関における電子計算機の利用が要請され，情報

システムの技術革新が活用されはじめた情勢を鑑みて，

昭和43年8月30日，“政府における電子計算機利用の

今後の方策について”の閣議決定が行われ，行政管理庁

がその総合調整を行うことが決まった。この決定では

“大型電子計算機の開発に伴い，各省庁による共同利用

の推進および行政施策の遂行に必要な情報の総合的利用

を図るための調査研究体制を整備すること”がうたわれ

ている。

　さらに，44年7月11日，“行政改革計画について”の

閣議決定が行われ，次の事項に重点を置いてその具体化
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を検討することになった。

　①各省庁間におけるデータの有機的多角的利用

　②各省庁共通業務についてのシステム開発

　③電子計算：機およびファイルの共同利用ならびに各省

　　朝間ネットワークシステムに関する研究開発

　④各省庁間におけるデータ媒体，ソフトウェア，デー

　　タコード，各種事務処理方式等に関する標準化

　⑤電子計算機要員の確i保と養成，とくに基幹要員に対

　　する統一的研修の実施

　⑥電子計算機利用高度化のための推進体制の確i保10）

　行政管理庁はこうした閣議決定に沿って，関係省庁と

協力してさまざまな推進策を講’じている。行政管理庁の

行政情報処理調査研究費により48年から50年度まで共同

利用施設の設置について調査研究が行われた。そのひと

つが“法令検索システムにおける最適検索技法の研究開

発実験”であるが，これに先がけ各省庁に対して法令利

用の実態調査，法令検索システムのニーズ調査，判例や

法令のデータ量，法令の形式や構造の調査など，システ

ムを開発する際に必要な調査を行っている。さらに内閣

法制局，法務省，通商産業省，労働省，防衛庁などの関

係省庁と検討を重ねている。この法令検索の範囲は，共

同利用施設で憲法，法律，政令，勅令とし，省令以下は

各省庁が個々に実施することにな：っている。ただし，そ

の間のインターフェイスをとれるようにしてある。

　この法令検索システムの現時点での検索範囲は，該当

条文，関係条文，改廃経過，判例の4つである。該当条

文検索は法令で使われている用語を用いて質問を行い，

その用語を含んでいる条文を検索する。キー・ワード検

索ではないために検索時間が長い。今後の課題としては

検索頻度等をもとにしたキー・ワー・ド検索を可能にし，

検索時間を短縮することである。関係条文検索では準用

と引用が検索可能。また，適用，適用除外，読み替えも

それぞれの用語から関係条文を検索できる。改廃経過検

索については，法令単位の改正年月日，改正法令名，番

号，改正条文名，一部改正か全部改正かの区別，条文単

位では，改正年月日と改正前後の新旧条文が検索できる。

判例検索については“判例要旨カード”を入力デ■一・…タと

して，システム開発とデータ整備を進めている段階であ

り，判例全文検索は将来の課題である。

　以上，行政機関の情報検索システムについて述べてき

たが，この他にも“電子計算機未設置省庁事務処理シス

テム”などの事務処理も行われている。しかし，こうし

た動きは社会的広がりとしては未成熟な状態にあると言

われている。そこで次に，未熟な状態に止まらざるを得

ない日本独自の問題，および情報検索の有効性とその限

界について述べることにする。

　B．日本の情報システムの問題点

　1．技術的問題

　その第一は漢字の処理であろう。しかし，現在ではこ

の問題もかなりの進展を見ている。先にあげた通産省，

国会図書館の実例でも明らかであるが，ただ経費の面

で，その中身を全文にするか，一部分にするかでかなり

の違いがでてくる。

　データベース，オンライン化の作業にはさらに高度の

技術が必要となろう。そこで，ここではオンラインシス

テムに必要と思われる技術をいくつか列挙しておきた

い。11）

　オンラインサービスを行う上で鍵となる技術的構成要

素は，①タイムシェアリングモードで稼動させることが

できるコンピュ　一一タと②端末からの処理を行う遠隔処理

システムである。この2つを効果的に行うためには，低

価格でしかも大量のランダムなアクセスストレージと，

大規模で安いデe・一・・タ通信システムが必要である。コンピ

ュータの規模はサービス対象者によって左右されるが，

①多数のコミュニケe・・一・ションライソにつなげることがで

き，②検索過程やコマンドを使用者と会話方式で行うこ

とができ，③関連アウトプットレコe一・一・ドの体裁を調整で

き，順序を並べ変えることができ，伝送できるものでな

ければならない。さらに，④こうしてできたアウトプッ

トを多数の使用者に同時に並行して行うことのできるよ

うなコントロールプログラムがわかっていなければなら

ない。この他にもファイルのコンバージョン，統計的分

析，新たなプログラム開発作業なども並行して行う必要

があろう。

　多数の利用者を対象に同時にサービスを行うとすれ

ば，大量のランダム・アクセス記憶装置を使わなければ

ならない。これは①基本的オペレーティング・システム

とサーチ・サービスプログラム，②探索途中過程の記録，

③マスターファイルの記憶，④マスターファイルの倒置

インデックスを記憶させておくために必要である。さら

に，個々のファイルを更新させる度に，新たに倒置ファ

イルを作成しなければならず，このために記憶容量の半

分以上が使われてしまい，毎月100億以上のキャラクタ

ーがディスクに付加されていかなければならない。

　使用者から表出される要求の多様性に応えるために

は，広範囲のコミュニケーション能力を備えたものでな
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第4表　行政機関のデータベースの一例 （昭和54年）

データベース名 製作機関名 主　要　分　野

地域メッシュ統計

鉱工業生産指数

政策情報システム

通関統計
立地動向調査

工業統計
産業連関表

延長産業連関表

全国貨物純流動調査

生鮮食料品流通情報

総理府統計局

通　産　省

通　産　省

大蔵省（関税協会）

通　産　省

　　ll

通商産業調査会（通産省）

通　産　省

運輸省大臣官房政策研究課

農　林　省

国勢調査
マクロ経済指数

政策情報企業，貿易，他

貿易統計

工場立地
産業データ

産業データ

運輸情報
流通情報

（出典：公共的データベースの形成に関する調査研究報告書．
　　　p．　21－2．）

日本情報処理開発協会，昭和54年，

第5表　行政管理セミナーの概要
（昭和54年6月現在）

コース 目 的 対　　象　　者 研修科目の概要 備 考

二者
理コ
分1
析ス

A
D
P
マ
ネ

1

ジ

メ

ン
ト

コ

1

ス

管
理
者
コ

1

ス

S
E
コ

1

ス

基
礎
コ

1

ス

デI
Iス
客

へ
1

ス

コ

　管理改善並びに情
報システム等の諸技
法及び知識を修得さ
せる。

　行政情報処理に関
するマネジメントに
必要な，システム関
連の知識及び理論等
を修得させる。

　電子計算機による
情報処理に関する専
門的な知識及び技術
を修得させる。

　電子計算機による
情報処理に関する基
礎的な知識及び技術
を修得させる。

　データベースシス
テムの開発・利用等
に関する専門的な知
識及び技術を修得さ
せる。

　4～3等級の職員であって，
管理改善又は情報システム等
の業務に従事する者

　課長若しくは課長と同等の

職にある者

　行政情報処理に関し，ある

程度の業務経験を有する者

　行政情報処理に関する業務
に従事するもの又は行政情報
処理に関心を有する者

　行政情報処理に関する企画
又は開発等の業務に直接従事
する職員で，電子計算機シス
テムについて専門的知識を有
する者

⑦行政管理等マネジメント各
　論
。事務管理論
Pt事務分析等の管理改善技法
⑯その他電子計算機概論等

0情報処理概論
●予測と計画
●情報ネットワーク
㊤その他，情報化社会と行政
　のあり方等

●マネジメントサイエンス各
　論
●情報処理技術各論
Oシステム分析及び設計
●その他，情報検索実習等

●ハード及びソフトウェア概論
㊤プログラミング実習
●システム分析・設計入門
●その他マネジメントサイエ
　ンス各論等

⑭データベースシステム概論
●データベ■・…一スシステムの設

　計
●デt・・…一タベースVネジメント

⑦その他デ一十コミュニケー
　ション等

開始…36年度
開催…35回
受講者
　（延）…1，053人

開始…昭和36年度
開催…29回
受講者
　（延）…763人

開始…昭和53年度
現在，研修内容に
ついて検討してお
り，コース名称，
科目等の変更があ
りうる。

開始…昭和44年度
開催…11回
受講者
　（延）…252人

昭和54年中に開講
の予定である。
専門的コースで，
ニーズの変化によ
り，研修内容等に
変化をもたせるこ
ととしている。
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台数（台）

1，800！

1，6

1，400

1e200

1，000

8co

600

400

200

台　数
護懸
　　　　髪

護燧綴鯛

3．853人

4、285人

4，985人

5，109人

lrl，　11［73iA　b￥szi＠

’設置金額

ユ，651億円

　　　　　1，511億円　　5・017人

　　　　4．910人

分　　　　　　　4，916人
4．800人

1，053億円

1，242億円

ユ．141億円

1，000億円

2．493人

2．808人

3，ユ65人

　　　　　　　　　　　　　　205台
　　　　　　　　　　182台　　　　　　　17エ台
122台　148台

　　　　　　　　　　　ユ50億円

　　　　　　　99億円
73億円　81億円

837億円

醐画

247億円 321億円

404億円

491億円

5§8億円

849億円

　　　　　　　　　　　　　　267台287台299台・307台

　　　222台　230台　　246台
194億円

1！iii　ii1i

“　44 45 46 47 48 49 51 52
53’ 54

要員（人）

i6，000

5，000

4，000

3，　OOO

2eOoo

1，000

要員

年
度

（注）

　　　　　　　　　　第6図電子計算機利用の推移
1．　行政管理庁の『昭和54年度行政機関における電子計算機利用基本調査』による。第3表，

　第5表及び第7図についても同じ．
2．　「電子計算機」の範囲は，汎用，ディジタル型で，かつ，周辺機器を含む買取換算価格

　が1，000万円以上のものである．

3．　経費はレンタル費，通信回線費，消耗品費，外注費等の電子計算機運用経費のみで，人

　件費，設備費，端末機関運用費は含まない．

4．　昭和51年度の要員数の減少は，郵政省（地方貯金局）の電算処理方式の変更（カードパ

　ソチ方式からOCR方式への変更）に伴うものである．

5．　設置金額は，電子計算機買取金額（レンタル・リース契約のものは，買取換算額）であ

　る．
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ければならない。スピードも要求されよう。また，経費

的にいって余り高すぎると使えない。さらに，データ伝

送手段との間のインターフェイスを備えておくことも必

要である。オンラインでは入出力用の端末装置がコンピ

ュータプログラムに接続され，利用者が探索用プログラ

ムを呼び出し，使用するデ・・・…一タベースを選択することに

なる。端末装置はキーボードとテレビスクリーンから

（もしくは小型プリンターが付いたものもある）できてい

る。これまでの専用端末装置から，より融通性のある異

種の端末装置からもアクセスできる方向へと変わりつつ

ある。

　第5表は行政管理セミナーの概要を示したものであ

り，第6図は，行政機関全体の電子計算機運用要員の推

移を表したものである。また第7図は運用要員を職能別

にみたものである。

爵認霧機一・
（7．留

　　　　　　キ享鴬

　　　　　　（1511鉛

飯務その他

　751人
（15．oo／，）

総　　数

5，017人
（1000／．）

オペレータ

1．324入
く26．4％）

SE
634人

（12．60／o）

管理？1

346人
（6．90／o）

プログ

ラマー

　830人
（．　16．50／o）

　　　　　　第7図　職能別運用要員

　　　　　　　　　　　　（昭和54年4月1日現在）

（注）　1．　複数の職能を兼ねている場合は従事時間

　　　　の割合の最も多い職能に分類した．

　　　2．　電子計算機関係事務とは1／0コソトロ

　　　　ーラ，スケジューtラ，ライブラリアン，デ

　　　　ータ整理など電算処理に関連した事務をい

　　　　う．

　電子計算機要員の養成，確保についてはこの合同研修

の他に各省庁ともに外部の研修機関への派遺につとめて

いるが，技術の高度化に伴ってますます難しくなってい

るのが現状である。

　2．経費の面

　第6図は昭和43年から54年までの電子計算機利用の推

移である。行政機関において，機器の大型化とオンライ

ン化の傾向が最近特に著しい。電子計算機を設置してい

る省庁における電子計算機の運用費は過去10年間で12．3

倍の伸びを示しており，運用要員は，昭和54年4月現在

で5，017人と過去10年間で1．8倍になっている。12）大型

システムの新規導入は一旦ここで止まって，今後は，新

機種の更新，切り替えが中心となるだろう，と言われて

いるが果たしてそうであろうか。

　次の項目はオンラインサービスに必要とされる経費項

目である。13）

　公開でオンラインを利用できるようにするために，ゆ

うに10，000万円以上を投資しなければならない。

　・データベース購入費（定期購読料と使用料，作ると

　　なるとこの数十倍の経費がかかる。）

　・専用コンピュータ設備費

　・データベーース処理およびオンライン用記憶装置

　・数100万ドルのコンピュータおよび記憶装置ハptド

　　ウェアへの資本投資

　・運営経費

　・遠隔通信装置とサービス

　・ドキュメンテe一…ション・出版活動

　・電力

　・専門プPグラム要員（システム，遠隔通信，装置選

　　定，データベー一u・・ス管理，アプリケーション・プログ

　　ラム，オペレーション，経理，請求）

　・顧客サービス維持要員（常勤主題専門家，研修，ニ

　　ューズレター刊行，ファイル，システムの記録長

　　距離無料電話契約，地域営業所の設置）

　・一般サポート（ファイルの点検と購入，システム開

　　発，市場調査，法的経済的サービス等）

　3．　コンピュ　一一タによる情報検索システムの有効性と

　　その限界

　技術問題が解決できても，また財政面のメドがついて

も，もう1つ大きな問題が残っている。すなわち。中身

（内容）の問題である。

　今回のC省調査で突出してきた最も重要な結果は，

“利用者が（未だ）記録物志向だ”ということであった。

技術の高度化によって，近い将来には，漢字により全文

インプットされたプリントが出てくると予測されるが，

現時点では，これまでのようなニューメディアに対する

関心は極めて低いのである。io％という数値も，回答者

に技官が多く含まれていたためと思われる。一方ではオ

ンライン化がすすみ，その一方では，従来の記録物志向

が定着している。現在は情報過渡期とも表現できる時代

なのではないだろうか。それではどうしてこうした現象

が生まれるのであろうか。

　1つは，情報意識の低さにある。欧米諸国では“情報”

なり“知識”なりを国家的資源としてとらえ，対処する
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意識が強いのに対して，日本では，情報意識が依然とし

て低い状態にある。例えば，“図書館”を“情報システ

ム”とは理解していないのである。本稿では枚数の関係

から欧米先進諸国のナショナルな行政情報システムの実

例を紹介することができなかったが，各国の行政情報シ

ステムの歴史は，一般に，図書館の歴史から始まるので

ある。

　もう1つは，技術面の先行である。確かに効率の面か

らいっても，情報量の大きさからいっても，電子計算機

を利用したデ■…一bタベース化を図ることが必要であろう。

もちろん，それだけで問題が解決するわけではない。無

計画な電子計算機導入や，データベース化は経費や人材

の面からも大きな課題を提起するであろう。その意味

で，法務省の実例は最初に何を行うべきかを示唆してく

れるであろう。

　さらに言えることは図書館と情報管理関係部との関係

の稀薄さである。両者の協力なくしては，多様なユーザ

ー…一・b ﾌ要求には応えられないはずなのに，全く別個の業務

を行っているかのように存在しているのである。両者の

共同・協調が実現できなければ，いずれ，そのどちらも

が存在理由を問われるような時代が到来するであろう。

　このような問題を踏まえて，機械化による情報検索の

有効性を考えてみると，その範囲がかなり狭いことがわ

かろう。何が機械によってできるのか，その限界は何か，

を十分に理解して行わなければ機械に操作されてしまわ

ないともかぎらないのである。経費，手間，内容をチェ

ックする専門家の幅広い協力，などの難問を1つ1つ解

決して，はじめて，完全なシステムに到達できるのでは

ないだろうか。

III．行政情報システムネツトワーーク構想

　C省調査からの問題提起をもとに，日本の行政機関の

情報システムの現状を概観してきた。ここでは，まず国

のレベルの行政情報システムとして要求されるいくつか

の機能を考え，そうした機能を演じる行政情報システム

のモデルをいくつかの制約の中で提言してみたい。

　A・行政情報システムの要件

　1．行政情報システムの特徴

　行政情報システムの重要性はいまさら言うまでもなか

ろう。Harold　L．　Wilenskyは，行政担当者に必要なも

のとして，目的の選択能力，コントロ’一一ル，イノベーシ

ョン，インテリジェンスを挙げている。そして，この第

4のインテリジェンスを情報を使って解決できれば他の

3つもうまく解決できると述べ，質の高いすぐれた情報

こそ行政担当者の意思決定を左右するものであると付け

加えている14）。ここでいうインテリジェンスとは政策立

案にとって有効な情報のことである。質の高い情報と

は，〈明確さ〉を持ち，ほしい時にいつでも入手でき，

〈信頼性の高い〉，〈妥当性のある〉情報のことであ

る。この情報はさらにく正確さ〉をそなえたく広範な〉

情報でなければならない。政策決定者の周囲には常にこ

うした質の高い情報がなければならない。こうした情報

を常設しておくためには，質の良い情報システムが必要

である。もちろん，こうした情報システムは行政情報シ

ステムだけにかぎられたものではない。しかし，公的な

行政担当者としての立場にある利用者を対象にする行政

清幽システムにはそれ固有の特徴がある。国は社会の利

益に奉仕する責任を担う1つの永久機関として，常tle・一一

貫した行動をとらなければならない。そこに《慣例》の

重要さがある。まず第1に行政システムは過去のこうし

た《慣例》をアーカイブしておく機能を持っていなくて

はならない。立案は過去の政策の上に成り立つからであ

る。これは，ほかの情報システムとはかなり違った行政

情報システムに固有の特徴と言えよう。

　行政情報システムが備えていなければならない第2の

要件はく国家機密〉の保持である。本稿ではく（公）文書

公開法〉に触れることができなかったが，行政情報への

公的アクセスは行政情報システム（論）の基本的なテーマ

となろう。

　第3の特徴は，利用者の情報要求がきわめて緊急性を

有するものであるということである。行政機関の場合

は，他の情報システムの緊急さとは質の違った早さが要

求される。行動の延期・遅滞が許されぬ状況を乗り切る

ためには，迅速に決定を下さなければならない。

　第4の特徴は，行政情報システムが記録処理しなけれ

ばならないデータ量の大きさである。1画面国勢調査で

さえ出てくるデータの量はたいへんなものである。だが

量がいかに膨大になろうともそれを処理するために必要

な設備はそなえていなければならない。

　最後に，意思決定者のための情報収集・処理と社会科

学研究との相互依存をあげることができる。行政機関が

行政の遂行にあたって社会科学の概念や方法を使う機会

がますます増えてきた。今回のC省調査による図書構成

を見てもその傾向がうかがえる。また，社会科学の側で

も，以前とは比べものにならぬぐらい定量分析やシミ“
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レーショソの技法が取り入れられて来ている。当然のこ

とながら，そのためには大量のデータを処理できるコン

ピュータが必要となる。それ故に，行政情報システムに

はその本質的な構成要素としてデータバンクとアーカイ

ブの設置が不可欠となるのである。15）

　こうした要件を備えた行政情報システムは国立図書館

や国のア■・一一一一カイブなどと密接に結びついていなければな

らない。なかでも国立図書館はドキュメント収集の機能

からいっても，国レベルのネットワークの心臓部である

から，行政情報システムはその多くを国立図書館に依存

することになる。行政情報システムだけでは十分に機能

できない部分は国立の図書館の補充によって果たすこと

ができよう。British　LibraryのLending　Division，

Library　of　CongressのCongressiona1　Research

Service（CRS）などがその例である。

　また行政情報システムは大学情報システムとの結びつ

きも確保しておかなければならない。行政機関が意思決

定の基礎となるデt・・…タを大学の研究に委託する回数が増

えているからである。大学側はいつもその要請に応え

る用意がある。その良い例がミシガン大学のSurvey

Research　Center，　Rutgers大学のCenter　for　Urban

Policy　Research，フランスでは，　Grenoble大学のIn－

stitute　for　the　Economics　of　Energyである。

　時には大学以外の研究機関の情報システムと結びつく

こともある。いわゆるくシンクタンク〉に依頼する場合

である，アメリカのRAND　Corporation，　Battele　Insti－

tute，　Hudson　Instituteなどがその例である。

　また，新聞，印刷機関などのある種のビジネスの情報

サービスと結びつく場合もある。Congressional　Re－

search　ServiceがNew　York　Timesのデーータバソク

を使っているし，Documentation　FrangaiseもAFP

（France　Press　Agency）と協力体制を保っている。

　行政の中央情報センタe・…一としての機能として，早稲田

大学の片岡寛光教授は次の6つの機能をあげている。

（1）促進的機i能，（2）保護機能，（3）補完的機能，（4）供給的機

能，（5）媒介機能，（6）クリアリング機能。そして，こうし

た機能が広範囲にわたって活用されなければならないと

述べている。16）

　2．行政情報システムのタイプ

　わが国の行政機関では，コンピュ　’一向の利用にしろ，

データベース化にしろ，各省庁の“自営方式”で行われ

ている（コンピュt・・一一一・タの利用台数については第3表，主

なデータベースについては第4表を参照のこと。現在，

政府が所有しているデータベースはコンピュータ可読型

に限っても，種類が多く，かつその量も膨大である。17）

また，省庁が保有する磁気テープは595種にも及んでい

る。18）

　確かにこうした分散型にはそれなりの大きなメリット

がある。情報の収集と処理の専門分化がその部局の責任

において行われるため，責任の所在が明確であり，情報

の質も高くなる。

　アメリカでもこの分散型の方式で行っている。Fe－

deral　Government　Departme：nt　and　Congress　とは

別に各州ごとにLegislative　Reference　Bureauを持

っており，Council　of　State　Governmentは，それら

の組織調整や比較研究を行っている。

　西ドイツではPresidents　of　the　Federa1　and　Lander

P6rliamentが行政情報処理にコソピュe…一一を使うプロ

ジェクトを結成し，Parliamentary　Info「mation　Sys．

tem研究チt一一ムを作った。フランスは中央集権化の強

い国であるので，National　Institute　of　Statistics　and

Economic　Studies（INSEE）を中心に地方経済観察局

が各地方に設備されている。

　東ヨe・・一・ロッパ社会主義国は科学，技術，経済を統合し

た中央情報資料機関を構築し，国際十進分類法を使って

資料を索引付けして，利用に供する方向に向っている。

世界全体からみると各国の行政情報システムの組織は実

に多種多様でますます複雑になっている。

　分散型，集中型の選択はその国の政治組織の形態や，

社会的・経済的開発レベルによって決定されており，そ

の長短を画一的に即断することはできない。

　B・日本の行政情報システムネットワーク

　以上，C省調査を手掛りにし，さまざまな角度から行

政情報システムについて概観してきた。

　筆者は本稿の初めに，水の入った容器のたとえを出し

た。現在この容器のほとんどは，ごく少数の例外を除い

て，水をなすがままに盗れさせている。それに対処する

有効な手段も方法もないまま，またしても，新しい容器

しかも最新型の大型コンピュータを備えた器を作ろうと

している。莫大な費用と人的資源をつぎこんでできた容

器は，確かに，容量から言っても，その外観からみても，

技術先進国の名にふさわしい体裁を整えている。行政情

報という性格上，膨大な情報量の中から利用者が必要な

情報を迅速，かつ的確に入手するためには，電子計算機

を利用した情報のデータベース化を図り，情報の効果的

な収集，加工，提供の機能を備えた情報システムの確立
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が不可欠であろう。しかし，もう一度繰り返すことにな

るが，利用者の多くは，従来の学術図書や報告書を必要

としているという事実も忘れてはならないのである。行

政情報システムの最も重要な機能はくアーカイブ〉であ

る。未来の選択・予測，今日の決断は過去の長い記録を

基礎にして生まれるのである。目先のデータ処理より

も，国外に流出した記録の回収や，マイクロフィッシュ

化こそ当面の問題であるという側面を看過してはならな

いであろう。

　技術革新の波を受けてこれからも新しい容器が順次用

意されるであろうが，あくまでも公共的役割という観点

から，慎重に検討し，共同利用の可能性追求という方向

でマスタープランを作成する必要があろう。

　また，分散型で収集・管理されなければならないもの

は除いて，集中型で処理できる情報（例えば統計類など）

は一ヶ所に集めて広く利用できるようにした方が合理的

・経済的であろう。

　アメリカを中心に非常に多くのデータベースが作られ

ている。無計画な購入は論外にしても，検討の余地のあ

るものも少なくない。

　いずれにせよ，基本理念の明確i化とファースト・ステ

ップの選択について，多方面の情報関係者がラウンド・

テーブルにつくことが何よりも望まれる。有効な饗導策

を準備しなければ，氾濫した水は確実に環境を汚染して

しまうであろう。

お　わ　り　に

　具体的な案を提出せずに本稿を終りにしなければなら

なかったことは残念であるが，何よりもまず，図書館関

係者の行政情報への関心を高めることが第1の目的であ

った。その意味で，C省調査に参加できたことを心より

感謝している。この調査をもとにく将来の図書館〉＜図

書館の存在意義〉を追求していこうと思う。

本稿で使用した調査結果は，慶鷹義塾大学文学部図書

館・情報学科，三田情報学研究会が行った「文献資料を

中心とするC省情報管理業務整備計画」調査の1部であ

る。提示したオピニオン，判断は，当然のことながら，

あくまでも筆者の個人的見解である。調査と公表の機会

をお与え下さった関係各位に感謝の意を表する。

1）（株）ビジネスコンサルタント．国土開発情報システ

　　ムに関する調査研究．昭和46年2月．212P・
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　　管理業務整備計画．昭和55年3月．168P・以下の記
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